
きよかわ元気応援券 を配布しますきよかわ元気応援券 を配布します第５弾

　コロナ禍からの経済の再開に伴う需要増加や供給不足、また原油価格の高騰や原材料価格の上昇によ
る物価上昇から影響を受けている村民の生活支援を目的として、全村民に村内で利用可能なきよかわ元
気応援券（第５弾）を配布し、村内経済需要の喚起および村民の生活支援を行います。

村民の皆さんへ

　きよかわ元気応援券（第５弾）の取扱事業所を募集します。第１弾・第２弾・第３弾・第４弾の登録事
業者で、申請内容に変更がない場合は事業参加への意向確認を電話で行い、前回の申請内容を準用しま
す。新規事業者の方につきましては、下記のとおり申し込みを行ってください。

事業者の皆さんへ

１人当たり５千円分

❶ 基準日（令和５年7月1日）に住民登録されている方
❷ 令和５年11月30日までに出生した新生児（基準日に在住する世帯に限る）

応援券の内訳

配 布 対 象

利用可能店舗はきよかわ元気応援券（第５弾）の配布時にお知らせします。
また、村ホームページ上でも公開します。

利用可能店舗

令和５年12月31日（日）まで利 用 期 限

７月中旬に世帯主の方へ「引換券」を郵送します。
応援券の受け取り方法は次のとおりです。
（1）窓口での受け取りを希望される方は、引換券を持参してください。
（2）郵送を希望される方は、窓口配布期間終了後、簡易書留にて郵送します。
　 （お手元に届くまでお時間がかかります)　
※引換期間の詳細は、引換券郵送時にお知らせします。
※予め必要事項をご記入いただくと、受け取りがスムーズと
　なります。
※世帯主以外の方が引換を行う場合、本人確認できるものが
　必要となります。

配 布 方 法

「きよかわ元気応援券（第５弾）取扱事業所登録申請書兼誓約
書」を産業観光課窓口で配布または村ホームページに掲載し
ますので、７月７日（金）までに必要事項を記載のうえ産業観
光課窓口に提出してください。

申 請 方 法

問産業観光課商工観光係☎（288）3864

8きよかわ元気応援券（第5弾）を配布します

　パートナーシップ宣誓制度をご利用の皆さんの宣誓に係る手続きを簡略化するため、昨年７月に自治
体間連携として本村、厚木市および愛川町と協定を締結しましたが、このたび、新たに秦野市、伊勢原市
および海老名市を加え、６月27日付け（運用の開始は７月１日から）で協定を締結しました。この協定に
より自治体間連携が拡大され、制度をご利用される皆さんの利便性の向上が期待されます。

　性的マイノリティ（少数者）の皆さんに限らず、さまざまな事情で婚姻せず、あるいはできない事実
婚の皆さんが、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約束した関係であることを宣誓
し、村が「パートナーシップ宣誓書受領証」などを交付する制度です。
　法律上の婚姻とは異なり法的な権利や義務は発生しませんが、制度の導入により、法的に認められ
ないことで相手との関係を他者に理解されない悩みや生きづらさを軽減するとともに、皆さんの多
様な性への理解が深まることを目的としています。

問保健福祉課福祉係☎（288）3861 

パートナーシップ宣誓制度・
自治体間連携を拡大

パートナーシップ宣誓制度とは

　以前の制度では、パートナーでありながらも養子縁組をされている皆さんは制度を利用すること
ができませんでしたが、村は今回の協定の締結に併せ、性的マイノリティなどの皆さんが、より暮ら
しやすく住み心地の良い環境づくりを整えるため、養子縁組をされている皆さんでも制度を利用で
きるように宣誓要件を緩和しました。

宣誓要件を緩和。養子縁組をされている皆さんも制度の対象に

　村は、地域活性化や地域コミュニティの向上を目的とするため「一般村営住宅」「借上型村営住宅」
「子育て世代型村営住宅」を行政サービスとして提供しています。
　宣誓要件の緩和に併せ、申込条件を変更し、宣誓制度を利用する皆さんでも「子育て世代型村営住
宅」を申し込みできるようになりました。
※「村営住宅」などの申し込みのご相談は、まちづくり課土地政策係☎（288）3862まで。

行政サービスを拡充。子育て世代型村営住宅の申し込みが可能に

パートナーシップ

9 パートナーシップ宣言制度・自治体間連携を拡大


